
令和５年度美咲町障害者就労支援施設等からの物品調達方針 

 

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平

成２４年法律第５０号。以下「優先調達法」という。）第９条の規定による障害

者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する方針を次のとおり定めます。 

 

１．適用範囲 

この方針は、町長部局、教育委員会、水道部局、議会事務局、各種行政委

員会の事務局及び全出先機関に適用します。 

 

２．対象となる施設等及び物品等 

この方針の対象施設等は、その所在地又は住所が町内にある、優先調達法

第２条第４項の障害者就労施設等で、別表の施設とします。また、対象とな

る物品等は、対象施設等が供給する物品及び役務（以下「物品等」という。）

とします。 

 

３．調達の目標 

令和５年度は、前年度に障害者就労施設等から調達した実績額を上回るこ

とを目標として設定します。 

 

４．調達方針の推進 

障害者就労施設等への発注に関しては、町内の障害者就労施設等が提供

することが可能な物品等の調達を推進することとし、庁内部各部署へ情報

提供し、可能な限り障害者障害者就労施設等への発注へ努めます。 

 



５．調達の推進のための取組 

(1)調達にあたっての基本的な考え方 

物品等の調達にあたっては、適正な価格、機能及び品質を確保しつつ、

障害者就労施設等からの随意契約の活用も含めた調達の可能性について

検討します。また、調達の実施にあたっては、町の調達に関する他の施策

との調和を図るとともに、予算の適正な執行並びに競争性及び透明性の確

保に留意しつつ、調達の推進に配慮するよう努めるものとします。 

 (2)随意契約方式の活用等 

各部局等は、障害者就労施設等がその特性により不当に排除されないよ 

うにするなど、調達に係る競争への参加の機会の確保に留意するとともに、

地方自治法施行令など関係規定に従い、随意契約方式を活用しながら障害

者就労施設等からの調達を行います。 

(3)共同受注組織等の活用 

共同受注窓口を介した調達は、障害者就労施設等からの調達に準じて取

り扱うこととし、共同受注窓口である岡山県セルプセンターを介した調達

の推進に努めます。 

(4)障害者就労施設等への配慮 

各部局等は、障害者就労施設等に対して、調達情報の提供に努めます。

また、障害者就労施設等からの調達を行うに当たっては、可能な限り、 

その仕様を明確化するとともに、障害者就労施設等の特性に配慮した納 

期の設定に努めます。 

(5)障害者就労施設等に対する情報提供 

福祉事務所は障害者就労施設等が提供する物品等の情報を収集し、各所

属に情報提供を行います。 

 



６．調達実績の取りまとめと公表 

福祉事務所において、次年度の調達方針に反映できるよう、会計年度終了

後に各所属の調達実績を取りまとめ、公表します。 

７．調達方針の担当窓口 

  この調達方針の担当窓口は、福祉事務所とします。 

 

別 表 

事業所名称 事業所住所 

ワークみさき 岡山県久米郡美咲町原田 995 番地 

さくらの実 岡山県久米郡美咲町打穴里 1644 番地 1 

あなぐま舎 岡山県久米郡美咲町中 3088 番地 1 

ひかり学園 さつきの丘 岡山県久米郡美咲町書副 182 番地 2 

障がい者支援施設さやかなる苑 岡山県久米郡美咲町書副 182 番地 4 

みさき福祉園 岡山県久米郡美咲町原田 260 番地 

 

 

○令和４年度の美咲町における調達実績 

 ・美咲町全庁の調達実績  物品 111,030 円 

              役務 808,880 円 


